
 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

区分 基本料金 超過料金（1 ㎥につき） 

口径 1 ㎥～16 ㎥ 17 ㎥～60 ㎥ 61 ㎥～200 ㎥ 201 ㎥以上 

１３ｍｍ 2,860 円 

154 円 176 円 198 円 

２０ｍｍ 5,500 円 

２５ｍｍ 6,820 円 

３０ｍｍ 8,140 円 

４０ｍｍ 9,680 円 

５０ｍｍ 13,420 円 

※通常一般家庭の場合 13mm 口径のメーター 

計算例 

基本料金 

＋ 

超過料金 

＋ 
消費税 

（10％） 
＝ 

水道料金 
（0～16 ㎥まで） （17 ㎥～40 ㎥まで） 

2,860 円 154 円×4 ㎥＝616 円 
3,823 円 

（1 円未満切り捨て）

      ご不明な点等ありましたら下記までお問い合わせください 

豊丘村役場 建設環境課 上下水道係  

℡ 0265-35‐9058  

○下水道使用料は、 ２ヶ月分を奇数月に納入をお願いしています。 

○使用料は消費税率の改定と共に変更となります｡ 

 

（例）13mm 口径で 2 ヶ月の使用量が 20㎥の場合 水道料金 （2 ヶ月分、消費税抜）令和５年６月請求～ 

排水量 世帯割料金
500㎥まで 2,120円

超過100㎥ごと 1,300円

●一般世帯の場合     毎月１日を基準日として住民基本台帳を基に算出 
① 世帯割 ・・・ １世帯あたり ２，1２０円    

② 人員割 ・・・ １人あたり  １，５００円    

●営業を伴う施設等の場合 

① 世帯割 ・・・ 排水量に準じて算定 

② 従業員割 ・・・ 1 人あたり ５００円 

①＋②＝２ヶ月の使用料  

豊丘村 上下水道料金表 

○水道料金は、２ヶ月分を偶数月に納入をお願いしています。 

○水道料金は消費税率の改定と共に変更となります｡ 

○検針は奇数月の中頃に行います。メーターの上に物などを置いたり、 

車を駐車しないよう、いつも見やすく正しい検針ができるようご協力ください。 

 

下水道使用料（2 ヶ月分、消費税抜）令和５年５月請求～ 

 （例） ３人家族の場合・・・ （２ヶ月分） 

  ３人×１，５００円＋２，1２０円＋消費税＝７，２８２円（１円未満切り捨て） 

（例） 排水量 550 ㎥ 従業員数 10 人の事業所の場合・・・ 

       １０人×５0０円＋３，１８０円＋消費税＝９，１４０円/２ヶ月 


